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第５部 債権各論
１．契約

■８７－１ 契約
【契約】原則として二人以上の人の申込みと承諾という相対立する意思表示が合致したものであり（合意）、それによ
って彼ら相互間に権利・義務が発生するもの。

事例 A が B に対してカメラを売ってくれと意思表示（申込み）をし、B が売るという意思表示（承諾）をすれば AB
間に当該カメラに関しての売買契約が成立する。その結果、A は B に対しカメラの引渡しをもとめる権利と代金を支
払う義務が発生する。一方 Bは Aに対し代金を請求する権利とカメラを引き渡す義務が発生する。

売買契約
交換契約 典型契約（有名契約）

典型 贈与契約
契約 消費貸借契約 契約

使用貸借契約 非典型契約（無名契約）
賃貸借契約
雇用契約
請負契約
委任契約
寄託契約
組合契約
終身定期金契約
和解契約

【契約自由の原則】上記１３種類の契約だけでなく、どんな契約を結ぼうが原則として当事者の自由であること。

■８８－１ 契約自由の原則
契約自由の原則

近代私法の基本原則 所有権絶対の原則

過失責任の原則

①締結の自由

②相手方選択の自由
契約自由の原則

③内容決定の自由

④方式の自由

■８８－２ 契約自由の原則の制限

【符合契約】相手当事者（大企業など）が一方的定型的に定められた契約内容に従わざるを得ない契約

【普通契約約款】多数の者との間で同種の取引を行う場合の営業取引上の契約。電力会社、ガス会社、鉄道会社等。

■８９－１ 契約の分類法

典型契約＝世間で一般的に結ばれる典型的な 13種類の契約

非典型契約＝その他の契約

双務契約（そうむけいやく）＝契約の各当事者がお互いに対価的意味を有する債務を負担する契約

片務契約（へんむけいやく）＝契約の一方の当事者が債務を負うか、各当事者が債務を負っても対価的意義を持
たない契約

＊対価的意味＝双務契約である売買契約で、売主には目的物を引き渡すべき債務が、買主には目的物の代金を支払うべ
き債務が発生しする。売主は買主が代金を支払ってくれるので目的物を引き渡すことができ、買主は売主が目的物を引
き渡してくれるので代金を支払うことができる。この様な両方の債務を対価的意味があると呼ぶ。

＊片務契約である贈与契約は、贈与義務者には目的物を贈湯尾する債務が生じるが、相手方にはそれと対価的意味を有
する債務は生じない。

有償契約＝契約の各当事者が互いに対価的な意味を持つ出損（しゅつえん＝財産上の損失）をする契約

無償契約＝当事者の一方が給付をするか、双方の給付に対価的意味がない契約

＊双務契約はすべて有償契約だが、有償契約のすべてが双務契約ではない。

有償契約

双務契約
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諾成契約＝意思表示の合致のみで成立する契約

要物契約＝当事者の合意のほかに、物の引渡しその他の給付がなければ成立しない契約

要式契約＝契約の成立に一定の方式を要する契約

不要式契約＝契約の成立に一定の方式を要しない契約

3.契約成立の要件

契約は申込みと承諾の合致によって成立する。

①申込み
契約の成立を意図する申込者の意思表示。
申込みが相手方に到達する前に申込者が死亡した場合、
その意思表示が到達すれば効力が生じる。(97条 2項)
承諾期間を定めと申込みをした場合は取消しができない。(521条)
承諾期間を定めず隔地者に申込みをした場合は、
申込者が承諾の通知を受けるための相当な期間は撤回ができない。(524条)

②承諾
申し込みの内容を結合して契約を成立させる意思表示。
承諾期間内に到達しなければ申込みは効力を失う。(521条)
ただし、遅延した承諾を申込者は新たな申込みとみなすこともできる。

(523条)
承諾方法は自由。
隔地者間の契約の場合、承諾を発信したときに成立する。(526条)

4.懸賞広告

一定の指定した行為をした者に対して、
一定の報酬を与えるという意味を広告で表示したもの。(529条)
特に規定がない場合、
最初に完了した者だけが報酬請求権を取得する。(531条)


